
文書による事前教示照会書記載例 

（品目分類） 

掲載事例 

① チョコレート菓子（食品関係）

② 焼き餃子（食品関係）

③ キャットフード（食品関係）

④ アミノ酸（化学品関係）

⑤ 除菌剤（化学品関係）

⑥ 乳幼児用マフラー（繊維関係）

⑦ ウォーキング靴（履物関係）

⑧ 家庭用加湿器（機械関係）

⑨ ぬいぐるみ（雑品関係）

令和４年11月

東京税関業務部

総括関税鑑査官



受付番号
（税関記入欄）

登録番号
（税関記入欄）

事前教示に関する照会書  税関様式Ｃ第1000号

令和 年 月 日

 

 
東京税関長 殿

照 会 者 の  東京都江東区青海×－×－× 輸入者符号 1234✖✖✖✖✖✖

✖✖✖✖✖✖✖

住 所 、 氏 名  財務商事株式会社 

代 理 人 の （担当者） 台場 八郎

住 所 、 氏 名  （電話番号）03－3529－××××

下記貨物の □関税率表適用上の所属区分 及び 統計品目番号 □関税率（EPA税率以外） 
□EPA税率 □内国消費税等の適用区分及び税率  □他法令

について照会します

製造地

製造者

中国 

○▽ ＣＯ．，ＬＴＤ

品名、銘柄

及び型番

チョコレート菓子 

 銘柄：チョコレート＆ビスケット

 

単価

ＦＯＢ 

ＵＳＤ 3．５
輸入申

告予定

官署

東京税関○○税関支

署

照会貨物 □到着 □未到着
見本及び参考資料

□見本 □写真 □図画 □ｶﾀﾛｸﾞ □説明書 □分析成績 □その他（    ）

見本の返却（要・否） 見本の取扱い（   ） 参考資料の返却（要・否） 

輸入契約の時期､輸入の予定時期､

数量及び金額並びに特別注文、投

資又は長期契約の予定の有無

20○○年○月上旬頃 

輸入予定

照会貨物に係る事前教示実績（有・無）
（事前教示番号   ） 

類似貨物に係る輸入実績（有・無）
（輸入申告番号   ） 

照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）

原 料：【チョコレート ６０％】砂糖25％、全粉乳15％、カカオマス１０％、カカオバター５％、パーム油５％ 

 【ビスケット ４０％】小麦粉25％、砂糖8％、パーム油4％、全粉乳２％、大豆レシチン１％ 

製 法：【チョコレート】原料を加熱・混合→成形 

 【ビスケット】原料混合→成形→焼成（３００℃、５分） 

チョコレートとビスケットを貼り合わせ→冷却→包装 

用 途：小売用 

包 装：10ｇ/枚×10/箱×２０/カートン 

関税率表適用上の所属区分等に関する意見（□有 □無）

  チョコレートとして、18.06項に分類されると思われます

非公開期間の要否
原則公開です。

裏面注意事項３参照

要・否 非公開理由 （例）新規輸入貨物のため、新規開発商品のため・・・

ｅｔｃ

非公開期間 （ １８０ ）日  （180日を超えない期間） 続 補足説明書 要求 ・ 提出、  枚

（注）裏面の確認書にも記入をお願いします。また、注意事項をよくお読みください。  （規格Ａ４） 

税関記入欄は無記入でお願いし税関記入欄は、記入不要です 

法人番号を記入してください

税関への提出日

（注：書類作成日ではあり

ません）

輸入申告中の貨物の照会はできません

他の税関への申告を含めて、輸入実績がある場

合には、申告番号を記入してください

商品の製法（製造工程、温度・時間等）や成分の割合（合計100％）は、 

分類決定においてとても重要になりますので、詳細に記入してください。

貨物の見本の提出は可能な限りお願いします。

（難しい場合は照会先税関の関税鑑査官へお問合せ下さい）

適用される税番において、ご意見がある場合には

必ずその理由と、税番を記入してください

税関記入欄は無記入でお願いし
非公開期間が必要な場合には、必ず非公開理由欄を記入してください

非公開期間経過後も、照会内容の一部を公開しないことが可能な場合がありますので税関にご相談ください

① チョコレート菓子（食品関係）



○事前教示照会に係る確認書

項  目 確認欄

１．照会に係る貨物について

① 具体的な貨物に係る照会であり、架空の貨物に係る照会では

ありません。
はい ・ いいえ

② 照会者及びその利害関係者は、照会する貨物について不服申

立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る

紛争中ではありません。

はい ・ いいえ

③ 輸入申告中の貨物に係る照会ではありません。 はい ・ いいえ

２．照会について

④ この照会は、

イ．輸入しようとする貨物の輸入者又はその代理人

ロ．輸入しようとする貨物の輸出者又はその代理人

ハ．輸入しようとする貨物の製法、性状等を把握しているその

他の利害関係者又はその代理人

によるものです。

イ、ロ、ハのうち該当するもの

を記入してください。

イ

３．補足説明又は追加資料の提出について

⑤ 照会書の提出に税関から補足説明又は追加資料の提出を求め

られた場合には説明又は資料の提出に応じます。
はい ・ いいえ

〇事前教示照会に際して提出する見本及び参考資料に係る確認書

項 目 確認欄

⑥ 返却を必要とする見本又は参考資料を提出する場合、提出後の

税関による確認や取扱い、その他運送時も含めた偶発的な事故

等のため、提出時と同一の状態で返却できない可能性がある旨

承諾します。

はい ・ いいえ

・ 提出なし

照会者 

又は 

その代理人 

氏名又は名称 財務商事株式会社 

住所又は 

所在地 
東京都江東区青海×－×－× 

注 意 事 項

１．この照会書は、１部提出してください。「照会貨物の説明」欄又は「関税率表適用上の所属区分等

に関する意見」欄が不足する場合には、事前教示に関する照会書（つづき）（適宜の様式（Ａ４判））

に記載のうえ、添付してください。

２．この照会書は記載した事項が不十分である場合、事実と相違することが明らかとなった場合又は

架空の商品に係る照会その他事前教示の趣旨に反する照会の場合には、回答を受けられないことと

なりますので、注意してください。

３．事前教示照会に対する回答として税関より交付し又は送達される事前教示回答書（変更通知書兼

用）は、関税分類の参考とするため、照会貨物の内容及び回答内容について、回答後原則として公

開し輸入者等一般の閲覧に供します。ただし、新規のアイディア商品等で、回答後一定の期間（180
日を超えない期間に限ります。）非公開とする必要がある場合には、事前教示照会書中の「非公開期

間の要否」欄中「要」に○をつけ、「非公開理由」欄にその理由を記載したうえ、「非公開期間」欄

に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間）を指定してください。その際、税関より、非公開

期間設定の必要性について説明を求めることがあります。

また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示

情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を

伏せて公開することとなります。その際、税関より、非公開の必要性について説明を求めることが

あります。

４．税関は提出された見本の取扱いに細心の注意を払いますが、関税分類の検討のために使用等させ

ていただく場合があり、提出時の状態で返却することができない可能性があります。

（規格Ａ４）

いずれかを選択し、○で囲んでください

イ、ロ、ハのいずれか

を選択し、該当する

記号を記入してください



受付番号
（税関記入欄）

登録番号
（税関記入欄）

事前教示に関する照会書  税関様式Ｃ第1000号

令和 年 月 日

 

 
東京税関長 殿

照 会 者 の   東京都江東区青海×－×－× 輸入者符号 1234✖✖✖✖✖✖✖✖

✖✖✖✖✖

住 所 、 氏 名

財務商事株式会社

代 理 人 の （担当者） 青海 太郎

住 所 、 氏 名  （電話番号）03－3529－××××

下記貨物の □関税率表適用上の所属区分 及び 統計品目番号 □関税率（EPA税率以外） 
□EPA税率 □内国消費税等の適用区分及び税率  □他法令

について照会します

製造地

製造者

中国 

上海カスタム 

カンパニー 

品名、銘柄

及び型番

焼き餃子 

（冷凍食品） 

  銘柄：バリっとパクパク餃子

単価
ＦＯＢ 

ＵＳＤ 3．５ 

輸入申

告予定

官署

東京税関○○税関支

署 

横浜税関××税関支

署△△出張所

照会貨物 □到着 □未到着
見本及び参考資料

□見本 □写真 □図画 □ｶﾀﾛｸﾞ □説明書 □分析成績 □その他（    ）

見本の返却（要・否） 見本の取扱い（   ） 参考資料の返却（要・否） 

輸入契約の時期､輸入の予定時期､

数量及び金額並びに特別注文、投

資又は長期契約の予定の有無

令和○○年○月上旬頃 

輸入予定 

照会貨物に係る事前教示実績（有・無）
（事前教示番号   ） 

類似貨物に係る輸入実績（有・無）
（輸入申告番号    ） 

照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）

製 法：【皮】原料混合→練る→皮製造 

 【餡】豚もも肉→ミンチ、キャベツ→荒みじん、にら→カット、しょうが→すりおろし （すべての原料を混合） 

餡を皮で包む→スチーム（100℃、8分：中心温度75℃、3分保持）→冷凍（－30℃）→包装 

素 材：【皮】小麦粉15.8％、塩0.2％、水7.1％ 

 【餡】豚もも肉29.7％、キャベツ29.7％ 

 にら13.7％、しょうが1.3％、醤油1％ 

 日本酒0.9％、塩0.6％ 

用 途：小売用（フライパン等で加熱調理し、食す） 

包 装：10個入り/袋×30/カートン

関税率表適用上の所属区分等に関する意見（□有 □無）

詰め物をしたパスタとして、19.02項に分類されると思われます

非公開期間の要否
原則公開です。

裏面注意事項３参照

要・否 非公開理由 （例）新規輸入貨物の為、新規開発商品の為・・・ｅ

ｔｃ

非公開期間 （ １８０ ）日  （180日を超えない期間） 続 補足説明書 要求 ・ 提出、  枚

（注）裏面の確認書にも記入をお願いします。また、注意事項をよくお読みください。     （規格Ａ４） 

法人番号を記入して下さい。
税関への提出日

（注：書類作成日ではあり

ません）

輸入申告中の貨物の照会はできません。

他の税関への申告を含めて、輸入実績がある場合には、 

申告番号を記入して下さい。

適用される税番において、ご意見がある場合には

必ずその理由と、税番を記入して下さい。

商品の製法（製造工程、温度・時間等）や成分の割合（合計100％）は、 

分類決定においてとても重要になりますので、詳細に記入して下さい。

貨物の見本の提出は可能な限りお願いします。

（難しい場合は照会先税関の関税鑑査官にお問合せ下さい）

非公開期間経過後も、照会内容の一部を公開しないことが可能な場合がありますので税関にご相談下さい。 

 非公開期間が必要な場合には、必ず非公開理由欄を記入して下さい。

 税関記入欄は、記入不要です。

② 焼き餃子（食品関係）



○事前教示照会に係る確認書

項  目 確認欄

１．照会に係る貨物について

① 具体的な貨物に係る照会であり、架空の貨物に係る照会では

ありません。
はい ・ いいえ

② 照会者及びその利害関係者は、照会する貨物について不服申

立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る

紛争中ではありません。

はい ・ いいえ

③ 輸入申告中の貨物に係る照会ではありません。 はい ・ いいえ

２．照会について

④ この照会は、

イ．輸入しようとする貨物の輸入者又はその代理人

ロ．輸入しようとする貨物の輸出者又はその代理人

ハ．輸入しようとする貨物の製法、性状等を把握しているその

他の利害関係者又はその代理人

によるものです。

イ、ロ、ハのうち該当するもの

を記入してください。

イ

３．補足説明又は追加資料の提出について

⑤ 照会書の提出に税関から補足説明又は追加資料の提出を求め

られた場合には説明又は資料の提出に応じます。
はい ・ いいえ

〇事前教示照会に際して提出する見本及び参考資料に係る確認書

項 目 確認欄

⑥ 返却を必要とする見本又は参考資料を提出する場合、提出後の

税関による確認や取扱い、その他運送時も含めた偶発的な事故

等のため、提出時と同一の状態で返却できない可能性がある旨

承諾します。

はい ・ いいえ

・ 提出なし

照会者 

又は 

その代理人 

氏名又は名称 財務商事株式会社 

住所又は 

所在地 
東京都江東区青海×－×－× 

注 意 事 項

１．この照会書は、１部提出してください。「照会貨物の説明」欄又は「関税率表適用上の所属区分等

に関する意見」欄が不足する場合には、事前教示に関する照会書（つづき）（適宜の様式（Ａ４判））

に記載のうえ、添付してください。

２．この照会書は記載した事項が不十分である場合、事実と相違することが明らかとなった場合又は

架空の商品に係る照会その他事前教示の趣旨に反する照会の場合には、回答を受けられないことと

なりますので、注意してください。

３．事前教示照会に対する回答として税関より交付し又は送達される事前教示回答書（変更通知書兼

用）は、関税分類の参考とするため、照会貨物の内容及び回答内容について、回答後原則として公

開し輸入者等一般の閲覧に供します。ただし、新規のアイディア商品等で、回答後一定の期間（180
日を超えない期間に限ります。）非公開とする必要がある場合には、事前教示照会書中の「非公開期

間の要否」欄中「要」に○をつけ、「非公開理由」欄にその理由を記載したうえ、「非公開期間」欄

に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間）を指定してください。その際、税関より、非公開

期間設定の必要性について説明を求めることがあります。

また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示

情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を

伏せて公開することとなります。その際、税関より、非公開の必要性について説明を求めることが

あります。

４．税関は提出された見本の取扱いに細心の注意を払いますが、関税分類の検討のために使用等させ

ていただく場合があり、提出時の状態で返却することができない可能性があります。

（規格Ａ４）

いずれかを選択し、○で囲んで下さい。

イ、ロ、ハのいずれかを

選択し、該当する記号を

記入して下さい。



受付番号
（税関記入欄）

登録番号
（税関記入欄）

事前教示に関する照会書  税関様式Ｃ第1000号

令和 年 月 日

 

 
東京税関長 殿

照 会 者 の  埼玉県さいたま市大宮区○－△ 輸入者符号 1234✖✖✖✖✖✖✖✖

✖✖✖✖✖

住 所 、 氏 名  財務商事株式会社 埼玉支社 

代 理 人 の 埼玉県さいたま市浦和区領家×－×   （担当者） 坂東 太郎

住 所 、 氏 名  カスタムインポートサービス （電話番号）048－△△△－××××

下記貨物の □関税率表適用上の所属区分 及び 統計品目番号 □関税率（EPA税率以外） 
□EPA税率 □内国消費税等の適用区分及び税率  □他法令

について照会します

製造地

製造者

中国 

上海カスタム 

カンパニー 

品名、銘柄

及び型番

キャットフード 

（気密容器入りのもの） 

銘柄：ネコネコドンドン

単価
ＦＯＢ 

ＵＳＤ 3．５ 

輸入申

告予定

官署

東京税関本関 

門司税関○○税関支

署××出張所

照会貨物 □到着 □未到着
見本及び参考資料

□見本 □写真 □図画 □ｶﾀﾛｸﾞ □説明書 □分析成績 □その他（    ）

見本の返却（要・否） 見本の取扱い（   ） 参考資料の返却（要・否） 

輸入契約の時期､輸入の予定時期､

数量及び金額並びに特別注文、投

資又は長期契約の予定の有無

令和○○年○月上旬頃 

輸入予定 

照会貨物に係る事前教示実績（有・無）
（事前教示番号   ） 

類似貨物に係る輸入実績（有・無）
（輸入申告番号   ） 

照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）

製 法：蒸したまぐろ→骨、皮、内臓除去→他の材料を加える→缶に詰める→ 

加熱殺菌（120℃、70分）→冷却→包装 

原 料：まぐろ55％、まぐろ・チキンエキス3％ 

いかオイル0.02％、かつお節フレーバー0.05％ 

成 分：たんぱく質15％、灰分4％、脂肪0.3％ 

繊維0.3％、水分80.4％ 

用 途：猫用飼料（フレーク状） 

包 装：80ｇ/缶×24/カートン

関税率表適用上の所属区分等に関する意見（□有 □無）

キャトフード（気密容器入り）として、23.09項に分類されると思われます

非公開期間の要否
原則公開です。

裏面注意事項３参照

要・否 非公開理由 （例）新規輸入貨物の為、新規開発商品の為・・・ｅ

ｔｃ

非公開期間 （ １８０ ）日  （180日を超えない期間） 続 補足説明書 要求 ・ 提出、  枚

（注）裏面の確認書にも記入をお願いします。また、注意事項をよくお読みください。     （規格Ａ４） 

法人番号を記入して下さい。

税関への提出日

（注：書類作成日ではあり

ません）

輸入申告中の貨物の照会はできません。

他の税関への申告を含めて、輸入実績がある場合

には、申告番号を記入して下さい。

適用される税番において、ご意見がある場合には

必ずその理由と、税番を記入して下さい。

商品の製法（製造工程、温度・時間等）や成分の割合（合計100％）は、 

分類決定においてとても重要になりますので、詳細に記入して下さい。

貨物の見本の提出は可能な限りお願いします。

（難しい場合は照会先税関の関税鑑査官にお問合せ下さい）

非公開期間経過後も、照会内容の一部を公開しないことが可能な場合がありますので税関にご相談下さい。

 非公開期間が必要な場合には、必ず非公開理由欄を記入して下さい。

 税関記入欄は、記入不要です。

③ キャットフード（食品関係）



○事前教示照会に係る確認書

項  目 確認欄

１．照会に係る貨物について

① 具体的な貨物に係る照会であり、架空の貨物に係る照会では

ありません。
はい ・ いいえ

② 照会者及びその利害関係者は、照会する貨物について不服申

立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る

紛争中ではありません。

はい ・ いいえ

③ 輸入申告中の貨物に係る照会ではありません。 はい ・ いいえ

２．照会について

④ この照会は、

イ．輸入しようとする貨物の輸入者又はその代理人

ロ．輸入しようとする貨物の輸出者又はその代理人

ハ．輸入しようとする貨物の製法、性状等を把握しているその

他の利害関係者又はその代理人

によるものです。

イ、ロ、ハのうち該当するもの

を記入してください。

イ

３．補足説明又は追加資料の提出について

⑤ 照会書の提出に税関から補足説明又は追加資料の提出を求め

られた場合には説明又は資料の提出に応じます。
はい ・ いいえ

〇事前教示照会に際して提出する見本及び参考資料に係る確認書

項 目 確認欄

⑥ 返却を必要とする見本又は参考資料を提出する場合、提出後の

税関による確認や取扱い、その他運送時も含めた偶発的な事故

等のため、提出時と同一の状態で返却できない可能性がある旨

承諾します。

はい ・ いいえ

・ 提出なし

照会者 

又は 

その代理人 

氏名又は名称 カスタムインポートサービス

住所又は 

所在地 
埼玉県さいたま市浦和区領家×－× 

注 意 事 項

１．この照会書は、１部提出してください。「照会貨物の説明」欄又は「関税率表適用上の所属区分等

に関する意見」欄が不足する場合には、事前教示に関する照会書（つづき）（適宜の様式（Ａ４判））

に記載のうえ、添付してください。

２．この照会書は記載した事項が不十分である場合、事実と相違することが明らかとなった場合又は

架空の商品に係る照会その他事前教示の趣旨に反する照会の場合には、回答を受けられないことと

なりますので、注意してください。

３．事前教示照会に対する回答として税関より交付し又は送達される事前教示回答書（変更通知書兼

用）は、関税分類の参考とするため、照会貨物の内容及び回答内容について、回答後原則として公

開し輸入者等一般の閲覧に供します。ただし、新規のアイディア商品等で、回答後一定の期間（180
日を超えない期間に限ります。）非公開とする必要がある場合には、事前教示照会書中の「非公開期

間の要否」欄中「要」に○をつけ、「非公開理由」欄にその理由を記載したうえ、「非公開期間」欄

に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間）を指定してください。その際、税関より、非公開

期間設定の必要性について説明を求めることがあります。

また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示

情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を

伏せて公開することとなります。その際、税関より、非公開の必要性について説明を求めることが

あります。

４．税関は提出された見本の取扱いに細心の注意を払いますが、関税分類の検討のために使用等させ

ていただく場合があり、提出時の状態で返却することができない可能性があります。

（規格Ａ４）

いずれかを選択し、○で囲んで下さい。

イ、ロ、ハのいずれかを

選択し、該当する記号を

記入して下さい。



受付番号
（税関記入欄）

登録番号
（税関記入欄）

事前教示に関する照会書  税関様式Ｃ第1000号

令和 年 月 日

 

 
横浜税関長 殿

照 会 者 の  宮城県仙台市×－×－× 輸入者符号 1234✖✖✖✖✖✖✖✖

✖✖✖✖✖

住 所 、 氏 名  財務商事株式会社 仙台支社 

代 理 人 の 宮城県仙台市○○ ×－× （担当者） 青葉 政宗

住 所 、 氏 名  カスタムインポートサービス （電話番号）022－○○○－××××

下記貨物の □関税率表適用上の所属区分 及び 統計品目番号 □関税率（EPA税率以外） 
□EPA税率 □内国消費税等の適用区分及び税率  □他法令

について照会します

製造地

製造者

中国 

上海カスタム 

カンパニー 

品名、銘柄

及び型番

アミノ酸 

型番：ＡＺＷ001
単価

ＦＯＢ 

ＵＳＤ 3．５ 

輸入申

告予定

官署

横浜税関○○税関支

署××出張所 

東京税関△△出張所

照会貨物 □到着 □未到着
見本及び参考資料

□見本 □写真 □図画 □ｶﾀﾛｸﾞ □説明書 □分析成績 □その他（    ）

見本の返却（要・否） 見本の取扱い（   ） 参考資料の返却（要・否） 

輸入契約の時期､輸入の予定時期､

数量及び金額並びに特別注文、投

資又は長期契約の予定の有無

令和○○年○月上旬頃 

輸入予定 

照会貨物に係る事前教示実績（有・無）
（事前教示番号   ） 

類似貨物に係る輸入実績（有・無）
（輸入申告番号   ） 

照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）

製 法：とうもろこしでん粉→酵素（グルコアミラーゼ）で加水分解→ぶどう糖→菌の栄養源（尿素・ビタミン類）添加→ 

発酵（Brevibacterium属、30℃、pH8、30時間）→菌を分離→濃縮→結晶化→包装 

純 度：99.0％以上（残りは不純物） 

性 状：白色結晶 

用 途：加工食品原料 

包 装：20KG/ドラム缶

関税率表適用上の所属区分等に関する意見（□有 □無）

グルタミン酸ナトリウムとして 

   2922.42-100に分類されると思われます

非公開期間の要否
原則公開です。

裏面注意事項３参照

要・否 非公開理由 （例）新規輸入貨物の為、新規開発商品の為…ｅｔｃ

非公開期間 （ １８０ ）日  （180日を超えない期間） 続 補足説明書 要求 ・ 提出、  枚

（注）裏面の確認書にも記入をお願いします。また、注意事項をよくお読みください。     （規格Ａ４） 

法人番号を記入して下さい。

税関への提出日

（注：書類作成日ではあり

ません）

輸入申告中の貨物の照会はできません。

他の税関への申告を含めて、輸入実績がある場合に

は、申告番号を記入して下さい。

適用される税番において、ご意見がある場合には

必ずその理由と、税番を記入して下さい。

非公開期間経過後も、照会内容の一部を公開しないことが可能な場合がありますので税関にご相談下さい。

 税関記入欄は、記入不要です。

 商品の製法や成分割合は、分類決定においてとても重要になりますので、詳細に記入して下さい。

（上記の製法の下線部分については、公開後も非公開可能です）

また、見本の提出の要否については、照会先税関の関税鑑査官にお問い合わせ下さい。

税関記入欄は無記入でお願いし非公開期間が必要な場合には、必ず非公開理由欄を記入してください

④ アミノ酸（化学品関係）



○事前教示照会に係る確認書

項  目 確認欄

１．照会に係る貨物について

① 具体的な貨物に係る照会であり、架空の貨物に係る照会では

ありません。
はい ・ いいえ

② 照会者及びその利害関係者は、照会する貨物について不服申

立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る

紛争中ではありません。

はい ・ いいえ

③ 輸入申告中の貨物に係る照会ではありません。 はい ・ いいえ

２．照会について

④ この照会は、

イ．輸入しようとする貨物の輸入者又はその代理人

ロ．輸入しようとする貨物の輸出者又はその代理人

ハ．輸入しようとする貨物の製法、性状等を把握しているその

他の利害関係者又はその代理人

によるものです。

イ、ロ、ハのうち該当するもの

を記入してください。

イ

３．補足説明又は追加資料の提出について

⑤ 照会書の提出に税関から補足説明又は追加資料の提出を求め

られた場合には説明又は資料の提出に応じます。
はい ・ いいえ

〇事前教示照会に際して提出する見本及び参考資料に係る確認書

項 目 確認欄

⑥ 返却を必要とする見本又は参考資料を提出する場合、提出後の

税関による確認や取扱い、その他運送時も含めた偶発的な事故

等のため、提出時と同一の状態で返却できない可能性がある旨

承諾します。

はい ・ いいえ

・ 提出なし

照会者 

又は 

その代理人 

氏名又は名称 カスタムインポートサービス

住所又は 

所在地 
宮城県仙台市○○ ×－× 

注 意 事 項

１．この照会書は、１部提出してください。「照会貨物の説明」欄又は「関税率表適用上の所属区分等

に関する意見」欄が不足する場合には、事前教示に関する照会書（つづき）（適宜の様式（Ａ４判））

に記載のうえ、添付してください。

２．この照会書は記載した事項が不十分である場合、事実と相違することが明らかとなった場合又は

架空の商品に係る照会その他事前教示の趣旨に反する照会の場合には、回答を受けられないことと

なりますので、注意してください。

３．事前教示照会に対する回答として税関より交付し又は送達される事前教示回答書（変更通知書兼

用）は、関税分類の参考とするため、照会貨物の内容及び回答内容について、回答後原則として公

開し輸入者等一般の閲覧に供します。ただし、新規のアイディア商品等で、回答後一定の期間（180
日を超えない期間に限ります。）非公開とする必要がある場合には、事前教示照会書中の「非公開期

間の要否」欄中「要」に○をつけ、「非公開理由」欄にその理由を記載したうえ、「非公開期間」欄

に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間）を指定してください。その際、税関より、非公開

期間設定の必要性について説明を求めることがあります。

また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示

情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を

伏せて公開することとなります。その際、税関より、非公開の必要性について説明を求めることが

あります。

４．税関は提出された見本の取扱いに細心の注意を払いますが、関税分類の検討のために使用等させ

ていただく場合があり、提出時の状態で返却することができない可能性があります。

（規格Ａ４）

いずれかを選択し、○で囲んで下さい。

イ、ロ、ハのいずれかを

選択し、該当する記号を

記入して下さい。



受付番号
（税関記入欄）

登録番号
（税関記入欄）

事前教示に関する照会書  税関様式Ｃ第1000号

令和 年 月 日

 
 

大阪税関長 殿

照 会 者 の  大阪府大阪市港区築港×－×－× 輸入者符号 1234✖✖✖✖✖✖

✖✖✖✖✖✖✖

住 所 、 氏 名  財務商事株式会社   

代 理 人 の （担当者） 築港 太郎

住 所 、 氏 名  （電話番号）03－3529－××××

下記貨物の □関税率表適用上の所属区分 及び 統計品目番号 □関税率（EPA税率以外） 
□EPA税率 □内国消費税等の適用区分及び税率  □他法令

について照会します

製造地

製造者

中国 

○▽公司

品名、銘柄

及び型番

除菌剤 

品名：○○クリーン 
単価 ＦＯＢ ＄0.1

輸入申

告予定

官署

大阪税関○○税関支

署××出張所

照会貨物 □到着 □未到着
見本及び参考資料

□見本 □写真 □図画 □ｶﾀﾛｸﾞ □説明書 □分析成績 □その他（    ） 
見本の返却（要・否） 見本の取扱い（   ） 参考資料の返却（要・否） 

輸入契約の時期､輸入の予定時期､

数量及び金額並びに特別注文、投

資又は長期契約の予定の有無

20○○年○月上旬頃 

輸入予定 

照会貨物に係る事前教示実績（有・無）
（事前教示番号   ） 

類似貨物に係る輸入実績（有・無）
（輸入申告番号   ） 

照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）

エタノール、水、ポリアクリル酸等からなる消毒剤 

性 状：透明のジェル状 

成 分： エタノール７５％、ポリアクリル酸１％、ポリソルベート１％、 

アミノメチルプロパノール０．２０％、ブチレングリコール０．０３％ 

ナトリウムＥＤＴＡ０．１％、フェノキシエタノール０．１％、 

水２２．５７％ 

機 能：洗浄用アルコールハンドジェル 

用 法：適量を手指にすりこみ、手全体になじませる。 

包 装：５００ｍｌ／プラスチック容器（小売用包装）

関税率表適用上の所属区分等に関する意見（□有 □無）

  消毒剤として３８．０８に分類される 

非公開期間の要否
原則公開です。

裏面注意事項３参照

要・否 非公開理由 （例）新規輸入貨物のため、新規開発商品のため・・・

ｅｔｃ 

非公開期間 （ １８０ ）日  （180日を超えない期間） 続 補足説明書 要求 ・ 提出、  枚

（注）裏面の確認書にも記入をお願いします。また、注意事項をよくお読みください。     （規格Ａ４） 

税関記入欄は、記入不要です税関記入欄は、記入不要です

法人番号を記入して下さい

税関への提出日

（注：書類作成日ではあ

りません）

他の税関への申告を含めて、輸入実績がある場合

には、申告番号を記入して下さい

非公開期間経過後も、照会内容の一部を公開しないことが可能な場合がありますので税関にご相談下さい

輸入申告中の貨物の照会はできません

適用される税番において、ご意見がある場合には

必ずその理由と、税番を記入して下さい

商品の製法や成分割合は、分類決定において必要になる

場合がありますので、詳細に記入して下さい。

見本の提出は可能な限りお願いします。（難しい場合は

照会先の関税鑑査官にお問合わせください。）

非公開期間が必要な場合は、必ず、非公開理由欄に 
ご記入をお願い致します

非公開期間が必要な場合には、必ず非公開理由欄を記入し

て下さい 

⑤ 除菌剤（化学品関係）



○事前教示照会に係る確認書

項  目 確認欄

１．照会に係る貨物について

① 具体的な貨物に係る照会であり、架空の貨物に係る照会では

ありません。
はい ・ いいえ

② 照会者及びその利害関係者は、照会する貨物について不服申

立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る

紛争中ではありません。

はい ・ いいえ

③ 輸入申告中の貨物に係る照会ではありません。 はい ・ いいえ

２．照会について

④ この照会は、

イ．輸入しようとする貨物の輸入者又はその代理人

ロ．輸入しようとする貨物の輸出者又はその代理人

ハ．輸入しようとする貨物の製法、性状等を把握しているその

他の利害関係者又はその代理人

によるものです。

イ、ロ、ハのうち該当するもの

を記入してください。

イ

３．補足説明又は追加資料の提出について

⑤ 照会書の提出に税関から補足説明又は追加資料の提出を求め

られた場合には説明又は資料の提出に応じます。
はい ・ いいえ

〇事前教示照会に際して提出する見本及び参考資料に係る確認書

項 目 確認欄

⑥ 返却を必要とする見本又は参考資料を提出する場合、提出後の

税関による確認や取扱い、その他運送時も含めた偶発的な事故

等のため、提出時と同一の状態で返却できない可能性がある旨

承諾します。

はい ・ いいえ

・ 提出なし

照会者 

又は 

その代理人 

氏名又は名称 財務商事株式会社

住所又は 

所在地 
大阪府大阪市港区築港×－×－× 

注 意 事 項

１．この照会書は、１部提出してください。「照会貨物の説明」欄又は「関税率表適用上の所属区分等

に関する意見」欄が不足する場合には、事前教示に関する照会書（つづき）（適宜の様式（Ａ４判））

に記載のうえ、添付してください。

２．この照会書は記載した事項が不十分である場合、事実と相違することが明らかとなった場合又は

架空の商品に係る照会その他事前教示の趣旨に反する照会の場合には、回答を受けられないことと

なりますので、注意してください。

３．事前教示照会に対する回答として税関より交付し又は送達される事前教示回答書（変更通知書兼

用）は、関税分類の参考とするため、照会貨物の内容及び回答内容について、回答後原則として公

開し輸入者等一般の閲覧に供します。ただし、新規のアイディア商品等で、回答後一定の期間（180
日を超えない期間に限ります。）非公開とする必要がある場合には、事前教示照会書中の「非公開期

間の要否」欄中「要」に○をつけ、「非公開理由」欄にその理由を記載したうえ、「非公開期間」欄

に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間）を指定してください。その際、税関より、非公開

期間設定の必要性について説明を求めることがあります。

また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示

情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を

伏せて公開することとなります。その際、税関より、非公開の必要性について説明を求めることが

あります。

４．税関は提出された見本の取扱いに細心の注意を払いますが、関税分類の検討のために使用等させ

ていただく場合があり、提出時の状態で返却することができない可能性があります。

（規格Ａ４）

イ、ロ、ハのいずれか

を選択し、該当する

記号を記入して下さい

いずれかを選択し、○で囲んで下さい



受付番号
（税関記入欄）

登録番号
（税関記入欄）

事前教示に関する照会書  税関様式Ｃ第1000号

令和 年 月 日

 

 
東京税関長 殿

照 会 者 の   東京都江東区青海×－×－× 輸入者符号 1234✖✖✖✖✖✖✖✖

✖✖✖✖✖

住 所 、 氏 名

財務商事株式会社

代 理 人 の   東京都品川区北品川×－× 

（担当者） 青海 太郎

住 所 、 氏 名 カスタムインポートサービス  （電話番号）03－3529－××××

下記貨物の □関税率表適用上の所属区分 及び 統計品目番号 □関税率（EPA税率以外） 
□EPA税率 □内国消費税等の適用区分及び税率  □他法令

について照会します

製造地

製造者

中国 

上海カスタム 

カンパニー 

品名、銘柄

及び型番

マフラー 

（乳児用のもの） 

型番：ＰＯ１１１

単価
ＦＯＢ 

ＵＳＤ １．５ 

輸入申

告予定

官署

東京税関○○税関支

署 

大阪税関××税関支

署△△出張所

照会貨物 □到着 □未到着
見本及び参考資料

□見本 □写真 □図画 □ｶﾀﾛｸﾞ □説明書 □分析成績 □その他（    ）

見本の返却（要・否） 見本の取扱い（   ） 参考資料の返却（要・否） 

輸入契約の時期､輸入の予定時期､

数量及び金額並びに特別注文、投

資又は長期契約の予定の有無

令和○○年○月上旬頃 

輸入予定 

照会貨物に係る事前教示実績（有・無）
（事前教示番号   ） 

類似貨物に係る輸入実績（有・無）
（輸入申告番号   ） 

照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）

製 法：ポリエステル製のパイル織物とガーゼ綿を縫い合わせて、一部に刺繍したもの 

素 材：綿○○％、ポリエステル○○％ 

用 途：乳幼児に使用するマフラー 

サイズ：○○ｃｍ×○○ｃｍ 

包 装：プラスチック袋入り

関税率表適用上の所属区分等に関する意見（□有 □無）

乳児を対象としたマフラーなので 

６２０９項に分類されると思われます

非公開期間の要否
原則公開です。

裏面注意事項３参照

要・否 非公開理由 （例）新規輸入貨物の為、新規開発商品の為ｅｔｃ

非公開期間 （ １８０ ）日  （180日を超えない期間） 続 補足説明書 要求 ・ 提出、  枚

（注）裏面の確認書にも記入をお願いします。また、注意事項をよくお読みください。     （規格Ａ４） 

税関記入欄は無記入でお願いし税関記入欄は、記入不要です。 

法人番号を記入して下さい。

税関への提出日

（注：書類作成日ではあり

ません）

輸入申告中の貨物の照会はできません。 

他の税関への申告を含めて、

輸入実績がある場合には、

申告番号を記入して下さい。

適用される税番において、ご意見がある場合には 
必ずその理由と、税番を記入して下さい。

商品の製法（編み方、作り方等）や素材の割合は、分類決定においてとても重
要になりますので、詳細に記入して下さい。また、照会貨物のサンプル提出が
できない場合には、貨物の画像を照会書に添付頂けるようお願いいたします。
なお、画像だけでは、分類決定が困難となる場合がありますので、出来る限り
見本の提出をお願いいたします。（難しい場合は照会先の関税鑑査官へお問合
せ下さい）

非公開期間が必要な場合には、必ず、非公開理由

欄に 
ご記 を 願 致 ます

非公開期間が必要な場合には、必ず非公開理由欄

を記入して下さい。

非公開期間経過後も、照会内容の一部を公開しない事が可能な場合がありますので税関にご相談下さい。 

⑥ 乳幼児用マフラー（繊維関係）



○事前教示照会に係る確認書

項  目 確認欄

１．照会に係る貨物について

① 具体的な貨物に係る照会であり、架空の貨物に係る照会では

ありません。

はい ・ いいえ

② 照会者及びその利害関係者は、照会する貨物について不服申

立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る

紛争中ではありません。

はい ・ いいえ

③ 輸入申告中の貨物に係る照会ではありません。 はい ・ いいえ

２．照会について

④ この照会は、

イ．輸入しようとする貨物の輸入者又はその代理人

ロ．輸入しようとする貨物の輸出者又はその代理人

ハ．輸入しようとする貨物の製法、性状等を把握しているその

他の利害関係者又はその代理人

によるものです。

イ、ロ、ハのうち該当するもの

を記入してください。

３．補足説明又は追加資料の提出について

⑤ 照会書の提出に税関から補足説明又は追加資料の提出を求め

られた場合には説明又は資料の提出に応じます。

はい ・ いいえ

〇事前教示照会に際して提出する見本及び参考資料に係る確認書

項 目 確認欄

⑥ 返却を必要とする見本又は参考資料を提出する場合、提出後の

税関による確認や取扱い、その他運送時も含めた偶発的な事故

等のため、提出時と同一の状態で返却できない可能性がある旨

承諾します。

はい ・いいえ・

提出なし

照会者 

又は 

その代理人 

氏名又は名称 カスタムインポートサービス

住所又は 

所在地 
東京都品川区北品川×－× 

注 意 事 項

１．この照会書は、１部提出してください。「照会貨物の説明」欄又は「関税率表適用上の所属区分等

に関する意見」欄が不足する場合には、事前教示に関する照会書（つづき）（適宜の様式（Ａ４判））

に記載のうえ、添付してください。

２．この照会書は記載した事項が不十分である場合、事実と相違することが明らかとなった場合又は

架空の商品に係る照会その他事前教示の趣旨に反する照会の場合には、回答を受けられないことと

なりますので、注意してください。

３．事前教示照会に対する回答として税関より交付し又は送達される事前教示回答書（変更通知書兼

用）は、関税分類の参考とするため、照会貨物の内容及び回答内容について、回答後原則として公

開し輸入者等一般の閲覧に供します。ただし、新規のアイディア商品等で、回答後一定の期間（180
日を超えない期間に限ります。）非公開とする必要がある場合には、事前教示照会書中の「非公開期

間の要否」欄中「要」に○をつけ、「非公開理由」欄にその理由を記載したうえ、「非公開期間」欄

に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間）を指定してください。その際、税関より、非公開

期間設定の必要性について説明を求めることがあります。

また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示

情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を

伏せて公開することとなります。その際、税関より、非公開の必要性について説明を求めることが

あります。

４．税関は提出された見本の取扱いに細心の注意を払いますが、関税分類の検討のために使用等させ

ていただく場合があり、提出時の状態で返却することができない可能性があります。

（規格Ａ４）

イ

いずれかを選択し、○で囲んで下さい。

イ、ロ、ハの
いずれかを選択し、
該当する記号を記入
して下さい。



受付番号
（税関記入欄）

登録番号
（税関記入欄）

事前教示に関する照会書  税関様式Ｃ第1000号

令和 年 月 日

 

神戸税関長 殿

照 会 者 の  兵庫県神戸市中央区新港町×－×－× 輸入者符号 1234✖✖✖✖✖✖✖✖

✖✖✖✖✖

住 所 、 氏 名  財務商事株式会社 

代 理 人 の （担当者） 神戸 太郎

住 所 、 氏 名  （電話番号）078-△△△-×××

下記貨物の □関税率表適用上の所属区分 及び 統計品目番号 □関税率（EPA税率以外） 
□EPA税率 □内国消費税等の適用区分及び税率  □他法令

について照会します

製造地

製造者

中国 

上海カスタム 

カンパニー 

品名、銘柄

及び型番

ウォーキング靴 

型番：321◎◎ 

ブランド名：フット105

単価
ＦＯＢ 

ＵＳＤ ４０．５ 

輸入申

告予定

官署

神戸税関本関

照会貨物 □到着 □未到着
見本及び参考資料

□見本 □写真 □図画 □ｶﾀﾛｸﾞ □説明書 □分析成績 □その他（    ）

見本の返却（要・否） 見本の取扱い（ カット可能 ） 参考資料の返却（要・否） 

輸入契約の時期､輸入の予定時期､

数量及び金額並びに特別注文、投

資又は長期契約の予定の有無

令和○○年○月上旬頃 

輸入予定 

照会貨物に係る事前教示実績（有・無）
（事前教示番号   ） 

類似貨物に係る輸入実績（有・無）
（輸入申告番号   ） 

照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）

製 法：セメント方式 

材 料：甲＝革、プラスチック、紡織用繊維 

底＝ゴム、プラスチック 

用 途：ウォーキング用 

サイズ：○○ｃｍ×○○ｃｍ 

構 造：本底の溝の深さは◎ｍｍ程度の滑り止め加工あり 

甲はひも締めで、甲の一部が本底材との一体成型による補強あり 

甲の爪先部分（かかと部分）の外面が補強あり 

中敷きは取り外し可能 

関税率表適用上の所属区分等に関する意見（□有 □無）

体操用、競技用の履物（ウォーキングシューズ）として 

6403.99-011 に分類されると思われます

非公開期間の要否
原則公開です。

裏面注意事項３参照

要・否 非公開理由 （例）新規輸入貨物の為、新規開発商品の為ｅｔｃ

非公開期間 （ １８０ ）日  （180日を超えない期間） 続 補足説明書 要求 ・ 提出、  枚

（注）裏面の確認書にも記入をお願いします。また、注意事項をよくお読みください。     （規格Ａ４） 

商品の製法や構造、本底

及び甲の使用素材は、分

税関記入欄は無記入でお願いし税関記入欄は、記入不要です。 

法人番号を記入して下さい。
税関への提出日 

（注：書類作成日ではありま
せん）

輸入申告中の貨物の照会はできません。 

他の税関への申告を含めて、 
輸入実績がある場合には、
申告番号を記入して下さい。

適用される税番において、ご意見がある場合には

必ずその理由と、税番を記入して下さい。

商品の製法や構造、本底及び甲の使用素材は、分類決定においてとても 
重要になりますので、詳細に記入して下さい。靴の照会においては
貨物の見本の提出及びカットができない場合には、照会をお受けできない
場合がありますので、ご了承下さい。
（難しい場合は照会先の関税鑑査官へお問合せ下さい）。

非公開期間が必要な場合には、必ず、非公開理由欄に

ご記入をお願い致します

非公開期間が必要な場合には、必ず非公開理由欄を記

入して下さい。 

非公開期間経過後も、照会内容の一部を公開しない事が可能な場合がありますので税関にご相談下さい。 

⑦ ウォーキング靴（履物関係）



○事前教示照会に係る確認書

項  目 確認欄

１．照会に係る貨物について

① 具体的な貨物に係る照会であり、架空の貨物に係る照会では

ありません。

はい ・ いいえ

② 照会者及びその利害関係者は、照会する貨物について不服申

立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る

紛争中ではありません。

はい ・ いいえ

③ 輸入申告中の貨物に係る照会ではありません。 はい ・ いいえ

２．照会について

④ この照会は、

イ．輸入しようとする貨物の輸入者又はその代理人

ロ．輸入しようとする貨物の輸出者又はその代理人

ハ．輸入しようとする貨物の製法、性状等を把握しているその

他の利害関係者又はその代理人

によるものです。

イ、ロ、ハのうち該当するもの

を記入してください。

３．補足説明又は追加資料の提出について

⑤ 照会書の提出に税関から補足説明又は追加資料の提出を求め

られた場合には説明又は資料の提出に応じます。

はい ・ いいえ

〇事前教示照会に際して提出する見本及び参考資料に係る確認書

項 目 確認欄

⑥ 返却を必要とする見本又は参考資料を提出する場合、提出後の

税関による確認や取扱い、その他運送時も含めた偶発的な事故

等のため、提出時と同一の状態で返却できない可能性がある旨

承諾します。

はい ・いいえ・

提出なし

照会者 

又は 

その代理人 

氏名又は名称 財務商事株式会社 

住所又は 

所在地 
兵庫県神戸市中央区新港町×－×－× 

注 意 事 項

１．この照会書は、１部提出してください。「照会貨物の説明」欄又は「関税率表適用上の所属区分等

に関する意見」欄が不足する場合には、事前教示に関する照会書（つづき）（適宜の様式（Ａ４判））

に記載のうえ、添付してください。

２．この照会書は記載した事項が不十分である場合、事実と相違することが明らかとなった場合又は

架空の商品に係る照会その他事前教示の趣旨に反する照会の場合には、回答を受けられないことと

なりますので、注意してください。

３．事前教示照会に対する回答として税関より交付し又は送達される事前教示回答書（変更通知書兼

用）は、関税分類の参考とするため、照会貨物の内容及び回答内容について、回答後原則として公

開し輸入者等一般の閲覧に供します。ただし、新規のアイディア商品等で、回答後一定の期間（180
日を超えない期間に限ります。）非公開とする必要がある場合には、事前教示照会書中の「非公開期

間の要否」欄中「要」に○をつけ、「非公開理由」欄にその理由を記載したうえ、「非公開期間」欄

に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間）を指定してください。その際、税関より、非公開

期間設定の必要性について説明を求めることがあります。

また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示

情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を

伏せて公開することとなります。その際、税関より、非公開の必要性について説明を求めることが

あります。

４．税関は提出された見本の取扱いに細心の注意を払いますが、関税分類の検討のために使用等させ

ていただく場合があり、提出時の状態で返却することができない可能性があります。

（規格Ａ４）

イ

いずれかを選択し、○で囲んで下さい。 

イ、ロ、ハのい
ずれかを選択
し、該当する
記号を記入し
て下さい。



受付番号
（税関記入欄）

登録番号
（税関記入欄）

事前教示に関する照会書  税関様式Ｃ第1000号

令和 年 月 日

 
 

東京税関長 殿

照 会 者 の  東京都江東区青海×－×－× 輸入者符号 1234✖✖✖✖✖✖

✖✖✖✖✖✖✖

住 所 、 氏 名  財務商事株式会社   

代 理 人 の （担当者） 青海 太郎

住 所 、 氏 名  （電話番号）03－3529－××××

下記貨物の □関税率表適用上の所属区分 及び 統計品目番号 □関税率（EPA税率以外） 
□EPA税率 □内国消費税等の適用区分及び税率  □他法令

について照会します

製造地

製造者

中国 

カスタムカンパニー 

品名、銘柄

及び型番

家庭用加湿器 

型番：ABC-1234 

       

単価
ＦＯＢ 

ＵＳＤ 100.00 

輸入申

告予定

官署

東京税関本関 

大阪税関本関

照会貨物 □到着 □未到着
見本及び参考資料

□見本 □写真 □図画 □ｶﾀﾛｸﾞ □説明書 □分析成績 □その他（    ） 
見本の返却（要・否） 見本の取扱い（   ） 参考資料の返却（要・否） 

輸入契約の時期､輸入の予定時期､

数量及び金額並びに特別注文、投

資又は長期契約の予定の有無

20○○年○月上旬頃 

輸入予定 

照会貨物に係る事前教示実績（有・無）
（事前教示番号   ） 

類似貨物に係る輸入実績（有・無）
（輸入申告番号   ） 

照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）

性 状：モーター、ファン、加湿フィルター、給水タンク等を自蔵し、自蔵する電動ファンにより室内から取り入れ

た空気を加湿して室内に戻すもの 

サイズ：高さ○ｍｍ、幅○ｍｍ、奥行き○ｍｍ 

電 源：AC○V ○Hz 

重 量：○kg 

機 能：給水タンク内の食塩水を内蔵する電極版で電気分解することにより、除菌効果のある「次亜鉛素酸水」を生

成する。自蔵する電動ファンにより取り込んだ空気は、次亜鉛素酸水を含んだフィルターを通すことで除

菌・脱臭・加湿され、排出されることで室内を加湿する。 

用 途：家庭用 

関税率表適用上の所属区分等に関する意見（□有 □無）

家庭用電気機器として8509.80-000に 

  分類されると思われます

非公開期間の要否
原則公開です。

裏面注意事項３参照

要・否
非公開理由

（例）新規輸入貨物のため、新規開発商品のため・・・

ｅｔｃ 

非公開期間 （ １８０ ）日  （180日を超えない期間） 続 補足説明書 要求 ・ 提出、  枚

（注）裏面の確認書にも記入をお願いします。また、注意事項をよくお読みください。     （規格Ａ４） 

非公開期間が必要な場合は、必ず、非公開理由欄に 
ご記入をお願い致します 

税関記入欄は、記入不要です税関記入欄は、記入不要です

法人番号を記入して下さい

税関への提出日

（注：書類作成日ではあ

りません）

輸入申告中の貨物の照会はできません

他の税関への申告を含めて、輸入実績がある場

合には、申告番号を記入して下さい

商品の性状（組み込まれた装置・機械）は、分類決定においてとても重

要になりますので、詳細に記入して下さい。

文書照会においては、できる限り見本のご提出をお願いいたします。

適用される税番において、ご意見がある場合には

必ずその理由と、税番を記入して下さい

非公開期間が必要な場合には、必ず非公開理由欄を記入して

下さい 

非公開期間経過後も、照会内容の一部を公開しないことが可能な場合がありますので税関にご相談下さい

⑧ 家庭用加湿器（機械関係）



○事前教示照会に係る確認書

項  目 確認欄

１．照会に係る貨物について

① 具体的な貨物に係る照会であり、架空の貨物に係る照会では

ありません。
はい ・ いいえ

② 照会者及びその利害関係者は、照会する貨物について不服申

立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る

紛争中ではありません。

はい ・ いいえ

③ 輸入申告中の貨物に係る照会ではありません。 はい ・ いいえ

２．照会について

④ この照会は、

イ．輸入しようとする貨物の輸入者又はその代理人

ロ．輸入しようとする貨物の輸出者又はその代理人

ハ．輸入しようとする貨物の製法、性状等を把握しているその

他の利害関係者又はその代理人

によるものです。

イ、ロ、ハのうち該当するもの

を記入してください。

イ

３．補足説明又は追加資料の提出について

⑤ 照会書の提出に税関から補足説明又は追加資料の提出を求め

られた場合には説明又は資料の提出に応じます。
はい ・ いいえ

〇事前教示照会に際して提出する見本及び参考資料に係る確認書

項 目 確認欄

⑥ 返却を必要とする見本又は参考資料を提出する場合、提出後の

税関による確認や取扱い、その他運送時も含めた偶発的な事故

等のため、提出時と同一の状態で返却できない可能性がある旨

承諾します。

はい ・ いいえ

・ 提出なし

照会者 

又は 

その代理人 

氏名又は名称 財務商事株式会社

住所又は 

所在地 
東京都江東区青海×－×－× 

注 意 事 項

１．この照会書は、１部提出してください。「照会貨物の説明」欄又は「関税率表適用上の所属区分等

に関する意見」欄が不足する場合には、事前教示に関する照会書（つづき）（適宜の様式（Ａ４判））

に記載のうえ、添付してください。

２．この照会書は記載した事項が不十分である場合、事実と相違することが明らかとなった場合又は

架空の商品に係る照会その他事前教示の趣旨に反する照会の場合には、回答を受けられないことと

なりますので、注意してください。

３．事前教示照会に対する回答として税関より交付し又は送達される事前教示回答書（変更通知書兼

用）は、関税分類の参考とするため、照会貨物の内容及び回答内容について、回答後原則として公

開し輸入者等一般の閲覧に供します。ただし、新規のアイディア商品等で、回答後一定の期間（180
日を超えない期間に限ります。）非公開とする必要がある場合には、事前教示照会書中の「非公開期

間の要否」欄中「要」に○をつけ、「非公開理由」欄にその理由を記載したうえ、「非公開期間」欄

に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間）を指定してください。その際、税関より、非公開

期間設定の必要性について説明を求めることがあります。

また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示

情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を

伏せて公開することとなります。その際、税関より、非公開の必要性について説明を求めることが

あります。

４．税関は提出された見本の取扱いに細心の注意を払いますが、関税分類の検討のために使用等させ

ていただく場合があり、提出時の状態で返却することができない可能性があります。

（規格Ａ４）

イ、ロ、ハのいずれか

を選択し、該当する

記号を記入して下さい

いずれかを選択し、○で囲んで下さい



受付番号
（税関記入欄）

登録番号
（税関記入欄）

事前教示に関する照会書  税関様式Ｃ第1000号

令和 年 月 日

 

大阪税関長 殿

照 会 者 の   大阪府大阪市港区築港×－×－× 輸入者符号 1234✖✖✖✖✖✖✖✖

✖✖✖✖✖

住 所 、 氏 名  財務商事株式会社 

代 理 人 の  大阪市中央区大手前×－× （担当者） 大前 花世

住 所 、 氏 名 カスタム物流株式会社  （電話番号）06－6529－××××

下記貨物の □関税率表適用上の所属区分 及び 統計品目番号 □関税率（EPA税率以外） 
□EPA税率 □内国消費税等の適用区分及び税率  □他法令

について照会します

製造地

製造者

中国 

上海カスタム 

カンパニー 

品名、銘柄

及び型番

ぬいぐるみ 

（くまの形状のもの） 

型番：ベアベア205

単価
ＦＯＢ 

ＵＳＤ 2．2 

輸入申

告予定

官署

大阪税関○○出張所

照会貨物 □到着 □未到着
見本及び参考資料

□見本 □写真 □図画 □ｶﾀﾛｸﾞ □説明書 □分析成績 □その他（    ）

見本の返却（要・否） 見本の取扱い（   ） 参考資料の返却（要・否） 

輸入契約の時期､輸入の予定時期､

数量及び金額並びに特別注文、投

資又は長期契約の予定の有無

令和○○年○月上旬頃 

輸入予定 

照会貨物に係る事前教示実績（有・無）
（事前教示番号   ） 

類似貨物に係る輸入実績（有・無）
（輸入申告番号   ） 

照会貨物の説明（製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等）

性 状：生地に目、口等をししゅうし、 

詰め物を入れ縫製したぬいぐるみ 

材 質：ポリエステル１００％（織物製） 

用 途：装飾用 

サイズ：縦約○○ｃｍ×横約○○ｃｍ×奥行き○○ｃｍ 

包 装：プラスチック袋入り 

関税率表適用上の所属区分等に関する意見（□有 □無）

ぬいぐるみとして 

9503.00-000 に分類されると思われます 

非公開期間の要否
原則公開です。

裏面注意事項３参照

要・否 非公開理由 （例）新規輸入貨物の為、新規開発商品の為ｅｔｃ

非公開期間 （ １８０ ）日  （180日を超えない期間） 続 
 

補足説明書

 
要求 ・ 提出、  枚

 

（注）裏面の確認書にも記入をお願いします。また、注意事項をよくお読みください。     （規格Ａ４） 

税関記入欄は無記入でお願いし税関記入欄は、記入不要です。 

法人番号を記入して下さい。
税関への提出日 

（注：書類作成日ではあり
ません）

輸入申告中の貨物の照会はできません。 

他の税関への申告を含めて、 
輸入実績がある場合には、
申告番号を記入して下さい。

適用される税番において、ご意見がある場合には

必ずその理由と、税番を記入して下さい。

商品の性状（編み方、詰め物等）や使用材質は、分類決定においてとても 
重要になりますので、詳細に記入して下さい。
文書照会においては、できる限り見本のご提出をお願いいたします。
（難しい場合は照会先の関税鑑査官へお問合せ下さい）。

非公開期間が必要な場合には、必ず、非公開理由欄に

ご記入をお願い致します

非公開期間が必要な場合には、必ず非公開理由欄を記

入して下さい。 

非公開期間経過後も、照会内容の一部を公開しない事が可能な場合がありますので税関にご相談下さい。 

⑨ ぬいぐるみ（雑品関係）



○事前教示照会に係る確認書

項  目 確認欄

１．照会に係る貨物について

① 具体的な貨物に係る照会であり、架空の貨物に係る照会では

ありません。

はい ・ いいえ

② 照会者及びその利害関係者は、照会する貨物について不服申

立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る

紛争中ではありません。

はい ・ いいえ

③ 輸入申告中の貨物に係る照会ではありません。 はい ・ いいえ

２．照会について

④ この照会は、

イ．輸入しようとする貨物の輸入者又はその代理人

ロ．輸入しようとする貨物の輸出者又はその代理人

ハ．輸入しようとする貨物の製法、性状等を把握しているその

他の利害関係者又はその代理人

によるものです。

イ、ロ、ハのうち該当するもの

を記入してください。

３．補足説明又は追加資料の提出について

⑤ 照会書の提出に税関から補足説明又は追加資料の提出を求め

られた場合には説明又は資料の提出に応じます。

はい ・ いいえ

〇事前教示照会に際して提出する見本及び参考資料に係る確認書

項 目 確認欄

⑥ 返却を必要とする見本又は参考資料を提出する場合、提出後の

税関による確認や取扱い、その他運送時も含めた偶発的な事故

等のため、提出時と同一の状態で返却できない可能性がある旨

承諾します。

はい ・いいえ・

提出なし

照会者 

又は 

その代理人 

氏名又は名称 カスタム物流株式会社

住所又は 

所在地 
大阪市中央区大手前×－× 

注 意 事 項

１．この照会書は、１部提出してください。「照会貨物の説明」欄又は「関税率表適用上の所属区分等

に関する意見」欄が不足する場合には、事前教示に関する照会書（つづき）（適宜の様式（Ａ４判））

に記載のうえ、添付してください。

２．この照会書は記載した事項が不十分である場合、事実と相違することが明らかとなった場合又は

架空の商品に係る照会その他事前教示の趣旨に反する照会の場合には、回答を受けられないことと

なりますので、注意してください。

３．事前教示照会に対する回答として税関より交付し又は送達される事前教示回答書（変更通知書兼

用）は、関税分類の参考とするため、照会貨物の内容及び回答内容について、回答後原則として公

開し輸入者等一般の閲覧に供します。ただし、新規のアイディア商品等で、回答後一定の期間（180
日を超えない期間に限ります。）非公開とする必要がある場合には、事前教示照会書中の「非公開期

間の要否」欄中「要」に○をつけ、「非公開理由」欄にその理由を記載したうえ、「非公開期間」欄

に具体的な非公開期間（180 日を超えない期間）を指定してください。その際、税関より、非公開

期間設定の必要性について説明を求めることがあります。

また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示

情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を

伏せて公開することとなります。その際、税関より、非公開の必要性について説明を求めることが

あります。

４．税関は提出された見本の取扱いに細心の注意を払いますが、関税分類の検討のために使用等させ

ていただく場合があり、提出時の状態で返却することができない可能性があります。

（規格Ａ４）

イ

いずれかを選択し、○で囲んで下さい。 

イ、ロ、ハのい
ずれかを選択
し、該当する
記号を記入し
て下さい。
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